
各位

1、【手書き領収書】について

2、【割り勘清算】について
割り勘の清算では、インボイス制度に対応した領収書を発行いたしかねますので

予めご了承ください。

3、【合算・一部金額の記載】について
複数の領収書を合算したり、料金の一部金額を記載することも上記と同様に

領収書を発行いたしかねますのでご了承ください。

支配人

制度開始に伴い、手書きの領収書ではインボイス要件を満たすことが困難なため

これを廃止する事とし、機械印字の領収書のみ発行をさせていただきます。

インボイス制度に伴う領収証の発行について

平素より当クラブをご利用頂き誠にありがとうございます。

2023年10月1日より施行されましたインボイス制度により、

領収書の発行につきまして以下のようになります。

御利用の皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


